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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

１０６

規

則
（
教
）

○
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

訓

令
（
教
）

○
東
京
都
立
学
校
の
経
営
企
画
室
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
�

雑

報

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…
�

規

則
（
教
）

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京

都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
東
京
都
中
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「
同

飛
鳥
高
等
学
校

」
を

「
同

飛
鳥
高
等
学
校

同

赤
羽
北
桜
高
等
学
校

」
に
改
め
、

同
表
東
京
都
西
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「
同

八
王
子
西
特
別
支
援
学
校

」
を

「
同

八
王
子
西
特
別
支
援
学
校

同

東
久
留
米
特
別
支
援
学
校

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
東
京
都
中
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
支
所
の
項
中

「
同

飛
鳥
高
等
学
校

」
を

「
同

飛
鳥
高
等
学
校

同

赤
羽
北
桜
高
等
学
校

」
に
改
め
、

同
表
東
京
都
西
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
支
所
の
項
中

「
同

田
無
特
別
支
援
学
校

」
を

「
同

田
無
特
別
支
援
学
校

同

東
久
留
米
特
別
支
援
学
校

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

東
京
都
立
学
校
の
経
営
企
画
室
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年

東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
一
の
項
中

「
東
京
都
立
高
島
高
等
学
校

」
を

「
東
京
都
立
赤
羽
北
桜
高
等
学
校

東
京
都
立
高
島
高
等
学
校

」
に
改
め
、

同
表
二
の
項
中

「
東
京
都
立
八
王
子
西
特
別
支
援
学
校

」
を

「
東
京
都
立
八
王
子
西
特
別
支
援
学
校

東
京
都
立
東
久
留
米
特
別
支
援
学
校

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。
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令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
一
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
共
済
組
合
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
中
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
通
知
カ
ー

ド
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
並
び
に
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
省
令
」
を
「
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
に
規
定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個
人

情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
四
項
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第

二
項
の
改
正
規
定
は
、
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元

年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。
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